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公営企業財務会計制度の 改善に関する 報告 
1  はじめに 

書 」，，では，予算制度 ( 予算様式，予算附属書 
わが国の地方公営企業における 財務会計制度 類 ，試算表及び 剰余金 ), 資本制度 ( 資本金 及 

ほ ついては， 昭和 27 年 8 月 1 日に制定された 地 び 剰余金 ), 決算制度 ( 決算及び決算附属書類 

乃公営企業法 ( 法律第 292 号， 以下公金 法 ) の など ) 及び会計処理方法 ( 資産の評価，減価 償 

第 3 章「財務」において 基本的な規定が 設け ろ 却 ，引当金など ) の改善，財務会計制度の 簡素 

れ ， また会計処理の 手続・方法，勘定科目 表 ， 化など，会計制度全般にわたって 具体的な改善 

予算・決算書類の 様式などについても 同施行 案を提言している． また最近では ， 「地方公営 

令・施行規則等で 詳細に規定している ， しかし 企業の会計処理の 簡素化に関する 研究会報 

同会計制度は ， もともと営利企業なかんずく 株 告 」 3 忙 おいても，佳道化の 推進との 係 わりで， 

式会社に適用するために ，昭和 24 年 7 月に経済 会計処理拝覧，決算の 様式，経理処理など ) 

安定本部の「企業会計制度調査会」が 中間報告 の 簡素化の方向，会計処理の 電算化推進の 方策 

として公表した 旧 「企業会計原則」に 準拠して 等について改善提案を 行っているところであ る   

設定されたものであ る． しかも 「企業会計原 このように現行の 会計制度， とりわけ資本制 

則 」自体は，内覚の 情況変化に対応してこれま 度及び損益計算制度は ，以下で考察する 23 に 

で 数次にわたり 部分的な修正を 行い，漸次， 精 公営企業の実態に 必ずしも即応、 していないこと ， 

級 化され，かっ 体系化されてきたが ，地方公営 また現行制度の 下では住民のニーズに 適合した 

企業の会計制度は ，設定以来約 40 年間， その 基   情報提供が行われておらず ， したがって，行政 

本 構造に係わる 大幅な改正を 経ることなく ， ほ は 住民に対して 会計責任を十分に 果たしていな 

ぼ 設定当時のままの 姿で現在に至っている． 例 いように思われる ，すでに「新行革審答申」 4, 

えば，すでに 利福 1, で指摘した よう に，そこで が 指摘している よう に，地域行政の 活性化のた 

は 未だに剰余金計算書の 作成を強制しているな めには住民の 参加と監視機能の 充実は不可欠で 

ど ，改善すべき 多くの問題点が 存在しているの あ る． しかし住民の 経営参加と経営監視を 促 

であ る   進 し 開かれた企業経営を 実現するには ，住民 

このため，従来，関係方面から 公営企業の特 の 要求に即した ， しかも当該事業の 経営実態を 

質を的確に反映し ぅる 合理的な会計制度を 早急、 正しく反映した 情報が適時・ 適切な方法で 提供 

に 確立するとともに ， その適正な運用に 努める されねばならない・ 本稿は，以上のような 現状 

2 3 改善提案がなされてきた．例えば ， 「地方 認識のもとに ，住民に対する 情報提供の拡充と 
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いう立場から ， アメリカの州及び 地方政府にお 

ける会計責任の 評価とファンド ( 以下資金 ) 会 

計，企業資金の 貸借対照表と 資金持分，事業収 

支計算書と資金持分造成費，貸借対照表の 分割 

と資金計算書等について 考察し わが国地方公 

営 企業における 財務会計・情報開示制度の 改善 

の方向を探ろ う とするものであ る． 

Ⅱ 会計 T 任の評価とファンド 会計 

アメリカ公会計基準審議会 (GASB) の概念 

報告書第 1 号 5) は，周知のごとく ，州政府等の 

一般目的外部財務報告に 影響を与え，かっ 財務 

報告目的を確定する 際に考慮すべき 要因 ( 政府 

環境の特性と 財務報告利用者の 要求 ) について 

考察を加えたのち ，会計責任の 評価を政府の 財 

務報告の基礎として 他のすべての 目的が派生す 

る最高目的 ( 財務報告の全体目標 ) として位置 

づけた・ ここでは，会計責任は ，市民が「知る 

権 利」すなわち 公の議論の対象となる 事実を受 

け取る権 利をもっ， という信念に 基づいており   

それは公的資源の 調達と当該資源の 利用目的を 

市民に弁明する 政府の義務として 捉えられてい 

るのであ る． 

この概念報告書では ，会計責任概俳そのもの 

に関する詳細な 論及がなりため ，必ずしも明確 

ではないが，公会計責任の 評価に際しては ， 田 

法的に採択された 予算と実際の 財務成績の比較， 

(2@ 政 状態及び活動成績の 評価， (m 樹政 関連法 

規，通則及び 規則の遵守の 決定，及び 4 渤率 ， 性 

と 有効性の評価に 役立っ情報の 提供が必要不可 

欠 であ ると考えられている 6). したがって ，こ 

の報告書においても 公会計責任概俳は ，Ⅲ財務 

資源に対する 会計責任， (2 肱的 要求及び行政政 

策の誠実な遵守に 対する会計責任， (3 胎動の効 

率性及び経済性に 対する会計責任， 及 ㎝ 4 成果， 

便益及び有効性として 表現される政府のプロバ 

ラムや活動の 成績に対する 会計責任 7) から構成 

される， という見解を 採るものと考えられる・ 

しかし GASB の現行「基準 書 」では， 公 

会計、 ンステムの具備すべき 要件として， 田 一般 

に 認められた会計原則に 準拠して政府単位のフ 

ァンド及び勘定バループの 財政状態並びに 財務 

活動成績を公正かつ 完全に開示すること ，及び 

(2 財政関連法規及び 契約上の諸条項の 遵守の程 

度を決定・表示することを 規定している 8). ① 

は 財務資源に対する 会計責任の評価を ， また (2) 

は会規 性 会計責任の評価を 可能ならしめるため 

の要件であ る．すなわち ，現行「基準 書 」では， 

政府によるサービスの 提供努力， コスト及び 成 

果 に関する情報の 開示，つまり 効率性，経済性 

及び有効性会計責任の 評価に役立っ 情報の提供 

を未だ公会計システムの 具備すべき要件とはし 

ていない． しかし かかる情報の 開示は経済 

的・効率的な 資源の取得，保管，利用に 関する 

会計責任の評価及び 政府の設定した 成果又は便 

益の達成度，組織，プロバラム ，活動又は機能 

の有効性に関する 会計責任の評価に 不可欠なも 

のであ る・ したがって，「基準 書 」が公会計 シ 

ステムの要件として 効率性，経済性及び 有効性 

の評価に係わる 情報の提供をどのような 形で規 

定するかは，今後検討すべき 重要な課題であ る 

といえよう． 

ところで， 「基準 書 」では，公会計システム 

は 資金基準に基づいて 組織し運営することを 

要求している．すでに 多くの論者が 指摘する よ 

う に資金という 言葉は，会計上，「現金資源」， 

「基金及び積立金」，「会計実体」又は「会計学 

位 」など多様な 意味をもつ語句として 使用され 

てきた 9), 公会計の領域でも ，当初は特定目的 

に 支出するために 会計上区分された 現金を意味 

していたが 10) ， その後，複式簿記法の 導入や 

発生主義会計の 採用等に伴って 漸次，精微化さ 

れており，現在の「基準 書 」では資金を 次のよ 

うに定義している．すなわち ，資金とは，特定 
の規則，拘束又は 制限にしたがって 特定の活動 

を遂行するため ，あ るいは特定の 目的を達成す 

るために，分離されている 現金及びその 他の財 

務資源をすべての 関連する負債及び 残余持分 ス 

は 残高とともに ， それらの変動を 記録する一組 

の独自平均勘定をもった 一個の財政実体及び 会 

      Ⅰア一 - 
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計 実体であ る、 、 ，   金 が法律，条例，契約条項又はマネジメントの 

ここで財政実体とは ，特定の活動又は 目的を 意思決定に基づいて 設定されるためであ る． 例 

遂行するために 区分された経済資源，特に 財務 えば， ミシガン州の 憲法では，州立学校に 対す 

資源のプールであ り， また会計実体とは ，資産， る 援助資金の設定を 要求しているが ， これは 学 

負債及び残余持分又は 残高を記録するための 一 校医，高等教育又は 学校職員の退職制度に 対す 

組の独自平均勘定をもった 実体であ る 囲 ． こ る 援助にのみ使用しうるファンドであ り，その 

れに対して営利企業におけるファンドは 使途を 財源として消費税を 充当することとして ぃ 

拘束されている 資産の一部分に 過ぎず，分離・ る 14)   また契約条項の 典型 何 としてしばしば 

独立した会計実体ではない・ したがって， 当該 言及される公債契約の 場合には，一般に 公債 償 

ファンドに関連する 収益及び費用は ，企業活動 還に 備えて債務処理資金の 設定が要求されるの 

の 構成要素として 他の企業損益とともに 元帳 に であ る   

記帳 されることになるのであ る 13). この ょう に地方公会計の 実務では，法律や 契 

上記「資金」の 定義によって 明らかなごとく ， 約 条項等によって 多様な資金が 設定されること 

政府単位の経済資源は 特定の活動又は 目的の遂 になるが， 「基準 書 」ではこれらの 資金を山 政 

行 のためにその 利用を規制，拘束又は 制限され 府 資金， (2   庫業 資金 及 ㎝ 3 度 託 資金の 3 つに 分 

ている・ こうした資源の 規制，拘束等は ， 各資 類しているⅢ ( 表 1 参照 )   

表 1  賈 全会計の要約 

種類 資金のタイフ。 目 自 @ 測定の焦点 会計基準 

他の資金での 処理が要求されているもの 以外の 支出活動 
一 荷 吏 すべての財務資源を 処理するため ( 財務資源 ) 修正発生主義   

特定目的のために 支出することを 法律により 拘 支出活動 
政 ヰ寺 mU Ⅱ文人 来 されている特定収入源泉からの 収入を処理す ( 財務資源 ) 修正発生主義 
  るため 
資   
金 主要な資本施設の 取得又は建設のために 使用さ 支出活動 

資本プロジェクト れる財務資源を 処理するため ( 財務資源 ) 修正発生主義 

債務処理 一般長期債務の 元金及び利息、 に対する資源の 蓄 支出活動 
積 とその返済を 処理するため ( 財務資源Ⅰ 修正発生主義 

。   1   民間企業と同様の 方法で資金を 調達しかっ 運 
常 している経営活動， または。   2@ 行 4X 益 ，発生 余 業 費用及び純利益の 期間決定が資本維持，公共 政 資本維持 発生主義 

宇 策 ， マネージメント コントロール ， 会計責Ⅰ 壬ま 
茉 たはその他の 目的のために 適当であ ると，管理 
資 機関が決定した 場合の経営活動を 処理するため 
金 

一部門又は一代理機関が 同一政府単位の 他の部 
内部サービス 門 X は代理機関，あ るいは他の政府単位に ，原 

価 補償主義に基づいて 提供した財貨又はサービ 資本維持 発生主義 
ス に関する財務を 処理するため   

  
又 支出活動 
- 一 一 Ⅰ - 七 個人，民間組織，他の 政府単位，又は 他の資金 ( 財務資源 )  修正発生主義 
資 信託及び 代理機関 の 受託者あ るいは代理機関として 政府単位が保 資本維持ま または発生毛 
金 有している資産を 処理するため たは N/.A  義 

資料出所 :GASB, 0 ナ ・ cif,,pP.33-34  and  45-47   
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け ) 政府資金 これは「源泉と 処分」「支出可 

能」又は「政府型」資金とも よ ばれ，支出可能 

な財務資源の 取得，使用及び 残高とそれに 関連 

のあ る流動負債はこの 資金ト 般 ，特別収入， 

資本プロジ ェ クト及び債務処理資金 ) で処理さ 

れる・政府資金の 本質は会計上財務資源を 分離 

することにあ る．支出可能資産はその 使用目的 

に従って種々の 政府資金に配分され ，また流動 

負債はそれらが 返済される資金に 配分されるの 

であ る 16). そして両者の 差額であ る資金持分 

は 資金残高と呼ばれる． ここでの測定の 焦点は 

財政状態及びその 変動 ( 財務資源の源泉，使途 

及び残高 ) の決定に置かれている．そして 収入 

及び支出については 修正発生主義に よ り認識・ 

測定がなされる・すなわち ，収入はそれが 利用 

可能かつ測定可能となった 会計年度に認識し 

支出は，測定可能な 場合は，負債が 発生した会 

計年度に認識しなければならないのであ る． 

(2@ 業 資金 これは「利益決定」「支出不能」 

または「商業型」資金とも 呼ばれ，営利企業の 

事業活動と類似する 政府の組織や 活動 ( 企業及 

び内部サービス 資金 ) を処理する資金であ る． 

すなわち，政府の 企業活動及び 準 企業活動に関 

達 するすべての 資産，負債，持分，収益，費用 

及び振替はこの 資金で処理される・ ここでは， 

私的部門の類似企業に 適用される一般に 認めら 

れた会計原則が 採用され，測定の 焦点は純利益， 

財政状態及びその 変動の決定に 置かれている． 

そして収益はそれが 稼 得され，測定可能となっ 

た会計年度に 認識し費用は 測定可能な場合に 

は，それが発生した 会計年度に認識する ，いわ 

ゆる発生主義を 採用している． 

(3 度 託 資金 これには信託資金と 代理機関資 

金 とがあ り，個人，民間組織，他の 政府単位， 

または他の資金の 受託者あ るいは代理機関とし 

て政府単位が 保有している 資産を処理するため 

の 資金であ る．信託資金は 会計測定目的によっ 

て政府資金か 事業資金のいずれかに 分類される   

すなわち，支出可能資金は 政府資金と同じ 方法 

で， また支出不能資金及び 年金信託資金は 事業 

資金と本質的に 同じような方法で 処理されるの 

であ る・ さらに代理機関資金は 純粋に保管 ( 資 

産Ⅰ負債 ) の資金であ り， したがって活動成績 

の測定には関係がないのであ る． 

以上の考察から 明らかなごとく ，地方公会計 

と企業会計とのもっとも 基本的な相違点は ，前 

者が会計・報告の 単位として資金を 用いるのに 

対して，後者では 資本提供者から 分離・独立し 

た企業それ自体が 存在するという 社会的な仮定 

のもとに，企業全体を 一つの会計単位とする 点 

にあ る・ ところが，わが 国の地方公営企業法で 

は，財務会計制度の 設定に際して ，上述のよう 

な資金会計方式ではなく ，適正な期間損益計算 

を 中心的な課題とする 株式会社の企業会計制度 

を積極的に導入したのであ る． 

その狙いは，それまでの 現金主義をべ ー スと 

する官庁会計方式を 改めて，発生主義に 基づく 

企業会計方式を 採用することによって ，「公余 

案 にほかならぬ 企業性を保証する」ことにあ っ 

たようであ る、 7). すなわち，企業会計制度の 

導入によって ， 田 公営企業における 経営の実態， 

換言すれば「期間損益の 計算と資産，負債及び 

資本の状況」を 正確に把握して 事業の進展に 資 

すること '8), (2) 「独立採算原理に 計算的な裏 

付けを与える」こと ，すなわち，独立採算制の 

もとで公正妥当な 料金算定の基礎として ，能率 

的な経営の下に 置ける適正な 原価を算定するこ 

と ， (3 旧主的・機動的な 企業経営を阻害してい 

る「『 - ぼ費 会計的・一般会計的予算制度』の 拘 

束を排除すること」， 9) などが期待されていた 

のであ る． 

しかし地方公営企業はいうまでもなく ，利 

益の極大化を 追求する営利企業とは 基本的に，性 

格を異にするものであ る． それは住民のニーズ 

に 基づいて良質で 2 0 安価な財貨・サービスを 

継続的かつ安定的に 提供することにより ，公共 

の 利益又は住民の 福祉を増進することを 本来的 

な事業目的とするものであ る・ したがって，公 

営企業の活動業績は ，純損益 ( ボトムライン ) 

のような単一の 業績尺度で評価することは 困難 
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であ り， そこでは経済的，社会的かっ 政治的な 

判断に役立っ 多様な情報がその 業績評価に必要 

となるのであ る 20 Ⅰ．かかる意味において ，上 

述の資金会計制度は ，資本利益計算を 主要な目 

的とする営利企業のための 企業会計制度よりも ， 

公営企業の特質を ょ り的確に反映する 合理的な 

会計制度として 機能し ぅ るものであ ると かえよ 

、つ 

また営利企業の 場合には，マネジメントは そ 

の 全資源の " 貯水池 " に関して完全な 自由裁量 

を有している． ところが，政府単位では ，その 

資源は代替可能性をもった 一つの集合体として 

ではなく，特定目的に 利用される多数の 資源の 

プールとして 処理されている 21). けだしそ 
れは，特定の 資金に属する 資源は利用目的を 拘 

束され，代替可能性を 有しないものであ るから 

であ る．資金会計制度は ， こうした資源が 特定 

の活動又は目的のために 利用されていることを 

保証する統制機構として ， また実行可能な 最低 

レベルでの会計責任を 明らかにする 会計方式と 

して，政府単位の 実態に即応した 合理的な計算 

制度であ る． したがって， このような資金会計 

制度の導入は ， まさにわが国地方公営企業にお 

ける会計制度改善の 目指すべき重要な 方向を示 

唆するものであ ると思われる． 

Ⅲ 貸借対照表と 資金持分 

事業資金は，財貨・サービスの 提供先が主に 

政府単位内部の 部局か又は外部の 受益者であ る 

かによって，内部サービス 資金と企業資金とに 

分類される 22,. 前者は ， 例えば複写・ 印刷， 

データ処理，修理工場，中央駐車場など ，主に 

政府単位内部の 他の部局又は 代理機関に対して ， 

原価補償主義に 基づいて提供する 財貨・サービ 

スに関する財務を 処理するための 資金であ る・ 

これに対して ，後者は，受益者負担の 原則に基 

づいて主に住民に 財貨・サービスを 提供する政 

府の活動を処理する 資金であ り， これには，例 

えば公営公益事業 ( 電気， ガス，上下水道， ゴ 

ミの回収・処理，公共輸送事業など ), 空港， 

病院， 公営住宅， ドックや波止場施設， アル 

コール販売， プールやゴルフ 場， 宝 くじなど多 

種多様な事業が 含まれている． 

「基準 書 」は， これらの事業のうち (1@ 間企 

業と同様な方法で 資金を調達し かつ運営して 

い る経営活動の 場合には，企業資金の 設定を強 

制している ( 表 1 参照 ). これに対して ，。 1@ 

外の場合には 管理機関に資金設定の 裁量権 が与 

えられている．すなわち ， @m@ 行収益，発生 費 

用及び純利益の 期間決定が資本維持，公共政策， 

マネジメント コントロール ，会計責任又はそ 

の他の目的のために 適当であ ると，管理機関が 

決定した場合にのみ ，企業資金が 使用されるの 

であ る・ しかし企業資金の 設定に関して ， 管 

理 機関にこのような 広範な自由裁量権 を与える 

ことは，政府間の 統一性の欠如をもたらし 比 

較可能，性を 阻害するという 問題を苧んでいると 

いえよ う ， 3,. 

企業資金は，上述のごとく ，。 m@ 別企業と同 

一の財貨・サービスを 提供しており ， また (2) 

サービスの提供者と 消費者との間に 交換関係が 

存在しており ， さらに (3@ 立 採算制を採用して 

一般の行政活動とは 分離独立した 事業組織とし 

て 運営されている 24). 企業資金のこうした 特 

徴を踏まえて ， ここでは拠出持分と 収益とを明 

確に区別するとともに ，収益及び費用を 発生主 

義に基づいて 認識，計上し さらに固定資産 及 

び 長期負債も勘定グループではなく ，当該企業 

資金において 処理されるのであ る， 特に公営公 

益事業の場合には ，監視機関は ，同種の私営公 

益事業が採用する 会計原則と同一の 原則を適用 

することを要求している・ なお，企業資金の 外 

部財務報告にかかわって「基準 書 」に該当する 

規定がなく，かつ 適用可能な場合には ，財務会 

計基準審議会 (FASB) の基準 書 が適用される 

ことになるのであ る． 

さて，表 2 に示した水道事業資金の 貸借対照 

表 (B/S) は，公営公益事業の 活動を統制する 

コミッショナ 一の全国協会 (NARUC) と連邦 

エネルギ一統制委員会 (FERC) が勧告する 様 
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@@2@ TOWN@OF@BRIGHTON 
Water@Utility@Fund 

Balance@ Sheet 

As@ of@ December@31 
曲 む立 玉生壁 

Assets@ and@ Other@ DeUts 
Utility@Plant     

Utility@p Ⅰ   nt@in@servi   e,@at@ori   in@@   cost $3,203,500 
Less:@Accumulated@depreciation 532,025 

Utility@Plant- $2,671,475  $2,543,175 
Utility@p Ⅰ   nt@acqui   iti   n@adj   stment 331,500 
Less:@ Accumulated@ amortization 34,225 

PlantacqUlsltIonadjustment 一 net 297,275 308,325 
Construction@work@in@progress 14,300 125,000 

Net@Utility@Plant 2,983,050@ 2,976,500 
Other@Property@and@Investments     

Special@funds 162,600 62,600 
Current@ and@ Accrued@ Assets     

Cash 126.055 
Customer@ accounts@ receivable $@ 67.590 
Less:@Accumulated@provision@for@uncollectibles 5,610 61,980 
Accrued@ utilities@ revenues 15,920 
Due@ from@ General@ Fund 5,000 
Materials@and@supplies 24,700 

Total@ Current@ and@ Accrued@ Assets 233,655 235,600 
Defferred@ Debits     

Unamortized@bond@discount@and@expense 4,770 5,300 
Total@ Assets@ and@ Other@ Debits $3,384,075  $3,280,000 

Li   bilities@ and@ Other@ Cre4     ts 

Long ・ Term@Debt     

Revenue@bonds@payable $1,750,000@ $1,750,000 
Current@Liabilities     

Accounts@payable $@ 38,000 
Taxes@ accrued 300 

Tax@collections@payable 1,750 
Total@ Current@ Liabilities 40,050 54,200 

Customer@Deposits 22,765 23,700 
Total@ Liabilities 1,812,815@ 1,827,900 

Fund@EqUty     

Contributions@ from@ Town 1,000 ， 000 

Contributions@ from@ customers 259,000 
Retained@Earnings     

AppropTated $162,600 
UnappropTated 149,660 312,260@ 1,571,260@ 1,452,100 
Total@Fund@Equity $3,384,075@ $3,280,000 
Total@ Liabilities@ and@ Other@ Credits 

資料出所 :L.E.Hay,0 ゅ ・ 力 ・， p.285  and  p.295   

式 に準拠して作成されたものであ る・公益事業 る ，慣習的な流動性配列法を 採用することも 可能 

の場合には，総資産に 占める固定資産の 比重が であ る   

極めて高いこと (19Y0 年 91%), また長期 負 、 例示の B/S では，資産の 部は固定資産 ( 固 

債が 資金調達の重要な 源泉 (19Y0 年 96%) に 定 施設，同取得修正 額 ，建設仮勘定及びその 他 

なっているために ，ここでは固定性配列伝が 採 の固定資産・ 投資 ), 流動資産 ( 現金，売掛金， 

用 されている 25). しかし法律上とくに 明確 貸 御引当金， 未り Z 事業収益，一般資金からの 未 

な 規定が存在しない 場合には，営利企業におけ 収金，原材料 ) 及び繰延資産 ( 収益事業債発行 

            u 
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差金 ) に， また負債の部は 長期負債 ( 収益事業 する公債は，通常，当該事業収益を 担保とする 

債 ) と 流動負債 ( 買掛金，末弘税金， 預り 保証 ために， この種の公債を 収益事業債という． わ 

金 ) に区分されている・ これらの区分・ 配列の が 国の場合も建設・ 改良等に要する 資金は一般 

原則はわが国地方公営企業法で 規定するものと に 企業 憤 または 他 会計長期借入金に 依存してい 

大きな相違はないが ，若干の補足説明をすれば ， るが，公余 法 では建設・改良投資の 主要な資金 

以下のようになる ， 6), 源泉を強調する 意味で，固定負債とは 区別して 

(1@ 定 資産 ここで注意すべきは ，他の公益 借入資本金として 処理するところに 特徴があ る   

事業体から購入した 中古固定施設については ， (4@ り 保証金 公営公益事業では 私営公益事 

B/S 上において当該資産の 原始原価と同減価 業 と同様に，サービス 料金の支払 ィ呆託 として 新 

償却累計額の 表示を義務づけている 点であ る   規の顧客から 一定額の貨幣を 徴収している． こ 

公営事業では ，超過収益力の 資本価値を営業権 れを 預り 保証金という． この場合に顧客が 期日 

として計上することを 認めていないために ， 中 に 請求代金を滞りなく 支払っている 時は，一定 

古 施設のプレミアム 分 ( 取得原価 一 原始原価 ) 期間後に保証金及びそれに 対する利息が 顧客に 

は 固定資産取得修正 額 として処理し 統制機関 返還されるのであ る・ なお，かかる 保証金の う 

が 決定した期間内に 償却することとしているの ち B/S 日から 1 年以内に返還される 額は振替 

であ る   処理が行われ ，流動負債の 区分に表示されるこ 

(m 特別資金 これは「資金内資金」ともⅡ 平 ば とになる． 

れ ， 「基準 書 」が規定する 財政実体及び 会計 実 ところで，わが 国の公余 法 では，ひわりる 資 

体 としての資金とは 異なるものであ る．すなわ 本主理論 " の 立場から資本を 資産と負債の 差 

ち ，特別資金は 一般の営業活動には 利用できな 額 概念として次のように 規定している．すなわ 

い 特定目的のために 拘束された資産であ り， 当 ち 「資産の金額から 負債 ( 建設又は改良に 要す 

該 資産額は，通常，処分 済 利益剰余金 ( 横上 る 資金に充てるために 発行する企業債を 除く ) 

金 ) と 相殺される・ 例えば，収益事業債の 契約 の 金額を控除した 額をもって資本」とする． そ 

条項では，その 収入額を固定資産の 建設コスト して「資本は 資本金及び剰余金に ，資本金は自 
に 充当する よう 制限するとともに ， 元利金の返 己 資本金及び借入資本金に ，剰余金は資本剰余 

済等に備えて 計画的に資金を 積立てることを 要 金及び利益剰余金に 区分する」 ( 施行令第 15 条 )   

求 する． 営利企業ではかかる 拘束をファンド さらに (1@ 債積立金を使用して 借入資本金であ 

( 減債基金 ) と呼ぶが，企業資金ではファンド る 企業債を償還した 場合， (2 健設 改良積立金を 

( 資金 ) と呼ばれる政府実体との 混同を避ける 使用して建設改良工事を 行った場合，及 び 3@ 

ために， しばしば拘束資産勘定が 用いられて ぃ 定 目的の任意積立金を 使用して借入資本金であ 

るのであ る   る 長期の貸付を 受けた金額を 償還した場合には ， 

(3 長期負債 公益事業における 長期資金の 一 当該積立金の 取 崩額 に相当する金額を 自己資本 

般 的な調達形態は 公債であ る．公益事業が 発行 金 に組み入れて ， 自己資本造成 ( 組入資本金 ) 

図 1  貸本の区分と 構成 

，資本金   自己資本金 - 固有資本金，繰入資本金，細人資本金 

借入資本金 - 企業 債 ， 他 会計長期借入金 

資本。 

、 剰余金   
資本剰余金 - 工事負担金，国庫等補助金など 

利益剰余金 - 減債積立金，利益積立金，建設改良積立金など 
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を 図ることとしているのであ る ( 施行令第 25 

条 ). なお， 自己資本金は 法適用の際の 引網資 

本であ る固有資本金と 法第 17 条の 2 又は第 18 条 

の規定 よ り 他 会計から出資された 繰入資本金と 

に区分される． かくて地方公営企業の 資本に関 

する制度上の 区分と構成を 示せば， 図 1 のよう 

になる． 

これに対して 企業資金の B/S には「資本の 

部」はなく，資産及び 負債に続く大区分は 一般 

に 「資金持分」として 表示される． この資金持 

分は，その収入源泉に 従って， さらにⅢ拠出持 

分または拠出資本， (2 度 益 考拠出持分， (3 慣本 

補助金， (4@ 盃剰余金 ( 留保利益 ) などに細分 

化される． いまこれらの 持分項目の概要を 摘記 

すれば次のようになる 28). 
Ⅲ拠出持分 拠出持分の主要な 源泉は一般資 

金であ り，一般資金など 他の政府資金からの 振 

替額は残余持分振替と 呼ばれる．例えば ，特定 

の 企業資金を設定するために 一般資金から 現金 

の拠出を受けた 時には，当該拠出額を 残余持分 

振替勘定に 貸 記しその後，当該資金が 設定さ 

れた時点で，残余持分振替勘定から 拠出持分勘 

定への振替処理が 行われるのであ る． かかる 拠 

出 持分はわが国公企法の 固有資本金及び 繰入資 

本金に相当するものであ る． しかし もともと 

資本金は，利潤の 極大化を主要な 目的とする営 

利企業における 会計の基本的な 概念であ るから， 

資本の価値増殖活動を 本来的な事業目的としな 

い公営企業に 資本金概念をそのまま 導入したこ 

とは，公営企業の 経営実態を正しく 反映しえな 

いという点で ，妥当性を欠くものであ る・ かく 

て，上述のごとく ，地方公営企業への 資金会計 

の 導入を前提に ，現行の資本金制度を 抜本的に 

改めて，資金持分概念を 採用することは 公営企 

業の特質を ょ り的確に反映するものであ ると ぃ 

え " ょ っ． " 

(m 度益 考拠出持分 公営公益事業の 場合には， 

受益者から資金持分の 拠出を受けることがあ る． 

例えば，受益者の 要求に応えて 資本施設を建設 

する場合には ，受益者から 当該建設に係わる コ 

ストの双払金を 受け取ることが 慣習となってお 

り，受領した 前払分は受益者建設双払金勘定で 

処理される． その後，資本施設の 建設が完了し 

た際に，前払金は 受益者に返済されるか 又は提 

供したサービス 代金に充当されることになるの 

であ るが，受益者との 契約に 2 0 前払金の一部 

が資金持分に 振替られる場合には ， 当該振替額 

は受益者持分として 処理されるのであ る． 

(3 慣本 補助金 これは資本資産の 取得又は建 

設 のために外部から 提供された資源であ り，資 

金持分の重要な 源泉の一つであ る．企業資金の 

場合には，政府資金とは 異なり，資本補助金で 

取得した固定資産は 当該企業資金で 処理される 

が， 当該資産の減価償却費の 取り扱いについて 

は 二つの代替法が 認められている．一つは 当該 

減価償却費を 営業費用に計上するとともに ，同 

額だけ純利益を 増額しかつ資本補助金を 減額 

する方法であ る．他は資本補助金で 取得した 国 

定 資産の減価償却費も 他の減価償却 費 とともに 

純利益 ( 利益剰余金 ) に負担させるもので ，通 

常，企業会計で 行われている 方法であ る． 

わが国の公余 法 でも資本的支出に 充当される 

工事負担金，国庫補助金等はそれが 発生した 年 

度 に直接資本剰余金に 貸 記するものとしている 

( 第 32 条 V). しかし工事負担金等を 資本剰余金 
として処理するためには ， その論拠を明確にす 

る必要があ るであ ろう． わが国の株式会社会計 

では，制度上，株主以覚の 者による資本拠出を 

認めていないから ， 当該補助金等はその 発生年 

度に収益として 処理されることになる．公余接 

においても現在の 会計処理法について 合理的な 

説明論拠を示しえない 限り，工事負担金等は ， 

その発生年度の 事業収入として 計上しその 受 

入目的に即した 会計処理を行 う べきであ ろう． 

なお，公営企業の 場合は，株式会社のように 増 

資，減資及び 合併に伴って 生ずる資本準備金は 

存在しないから ，工事負担金等を ，上述のごと 

く経理する 場 仝には，資本剰余金制度を 特に存 

続させる必要はないと 考えられる． 

m4 利益剰余金 一般に政府単位が 公営企業を 
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所有するのは ，利益を獲得するためではなく ， 益 ( 給水収益 ) から営業費用にの 内容は当然 

住民に最善又は 最高レベルのサービスを 提供す 事業活動のタイプによって 相違するが， ここで 

ることにあ り， また住民の関心事も 当該企業が は 原水，給水，浄水及び 配水に要する 経営原価， 

独立採算制のもとに ，財政の弾力性，財政基盤 販売 費 ・一般管理費，減価償却費などサービス 

の 安定性及び事業活動の 継続性を確保している の 提供に係わる 全コストを含む ) を 控除して 営 

か 否かにあ る． このため公営公益事業では ，松 菜利益を計算表示する．次にこれに 営業 外 損益 

営 のそれと同様に ，営業費用を 回収して債務の ( 公債利息，公債発行差金償却など ) を加減し 

返済に備え， かつ所定の資本プロジェクトの 財 て 純利益を表示する・ 「基準 書 」の様式では ， 

源 を賄い うる レベルに営業収益を 決定すること この純利益に 期首の利益剰余金 ( 留保利益 ) を 

により，留保利益を 蓄積することが 慣習となっ 加算して期末の 利益剰余金残高を 表示するので 

ているのであ る   あ るが， 不 例示では当期の 利益処分 領 ( 特別 費 

Ⅳ 事業収支計算書と 資金持分造成費 
金一減債基金 ) を示している 点に特徴があ る． 

なお，他の資金又は 企業資金からの 営業振替 高 

Town  ofBrighton  の水道事業に 関する活動 ( 繰入金又は繰出金 ) は い わりる経常利益の 次 

報告書， すなわち収益，費用及び 利益剰余金 に 記載し また異常項目 ( 例えば公債償還損失 

( 留保利益 ) 変動報告書 (P/L) を示せば表 3 など ) が存在する場合には ，営業振替高の 後に 

のようになる 29). この例示では ，先ず営業収 表示するのが 一般的な記載様式であ る．この ょ 

@@3@ TOWN@OF@BRIGHTON 
Water@Utility@Fund 

Statement@of@Revenues ， Expenses ， and@Changes@@@   Retained@Earni   gs 
For@the@Year@Ended@December@31 ， 19yl 

Utility@operating@Revenue     

Sales@ of@ water $727,120 
Operating@Expenses     

Source@of@supPy@expenses $@ 26,200 
Pumping@ expenses 36,700 
WatertreatmenteXpenses 41,500 
Transmission@and@distribution@expenses 89,250 
Customer@account@expenses 100,530 
Sales@expenses 17,250 
Admini   trati   e@and@ gener8@   expenses 83,150 
Depreciation@expense 91,700 
Amorti   aton@of@plant@acqui   iion@adjustment 11,050 
Contribution@ in@ lieu@ of@ taxes 25,000 

Total@operating@Expenses 522,330 
Utility@operating@ Income 204,790 
Other@ Income@ and@ Deducti   ns     

Interest@on@Long ・ Term@Debt 105,000 
Amortization@of@Debt@Discount@and@Expense 530 
Allowance@for@Funds@Used@During@ Construction (12,900) 

Tot3@   Interest@Charges 92,630 
Net@ Income 112,160 
Unappropriated@ Retained@Earnings ， January@ 1 ， 19yl 137,500 

Total 249,660 
Less:@Appropriati   n@of@Retai   ed@Ear Ⅰ     ngs 100,000 

Unappropriated@Ret3ned@Earni   gs ， December@31 ， 19yl 149,660 
Appropriated@Retained@Earnings ， January@ 1 ， 19yl 62,600 
Add:@Appropriated@during@Year 100,000 

Appropriated@Retained@Earniungs ， December@31 ， 19yl $162,600 

資料出所 :L.E.Hay, ゆ ・㎞ rp.296   
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うな活動報告書は 利益処分額の 表示部分を除い 

て， わが国の公余 法 が規定する損益計算書と 基 

本的には同じものであ る． 

しかし このような P/L の公表によって ， 

行政は住民の 多様な情報要求に 応え， その会計 

責任を十分に 果たしたことになるのであ ろうか   

い う までもなく受益者または 納税者としての 住 

民の関心は， その日常生活に 密着したサービス 

等の価格であ る料金原価が 適正な基準に 基づい 

て 公正に決定されているか 否かにあ る， 

公営企業法では ，周知のごとく ，損益べ ー ス 

に よ る料金決定の 原則を次のように 規定してい 

る・すなわち ，「料金は，公正妥当なものでな 

ければならず ， かっ， 能率的な経営の 下におけ 

る 適正な原価を 基礎とし地方公営企業の 健全 

な運営を確保することができるものでなければ 

ならない．」 ( 第 21 条 n) と・ ここで損益べ ー ス 

による料金とは ，具体的には 事業収支の均衡を 

基礎とする営業費，支払利息などの 経営に要す 

る費用に健全な 運営を確保するために 必要な事 

業報酬，すなわち 実体資本を維持するための 適 

正な資本報酬を 加えたものとして 算定されるも 

のであ る． 

しかし公営企業とりわけ 水道事業の場合に 

は，実際上，料金水準は 損益べ ー スではなく， 

資金べ ー スに よ る決定が一般的であ る．例えば 

東京都水道局の 場合には，次年度以降 3 年間の 

財政総収入 見込額 と財政総支出貝 込額 との差額 

( 不足 額 ) に当年度末の 資金剰余額を 充当して 

収支不足額を 求め，料金改定による 措置 額 が決 

定されているのであ る．東京都水道局がこのよ 

うな資金べ ー スによる料金決定方式を 採用した 

のは，第一に ，設備改良のための 支払 額 が大き 

いこと， 第二に，資本報酬の 算定式が未確定の 

ため資金べ ー スに頼らざるを 得ないこと，第三 

に，設備改良のための 起債残高をこれ 以上 増や 

すことは，元利償還費の 増嵩を招き経営上好ま 

しくなく，将来的にも 元利の増嵩に よ る料金上 

昇を避けるためであ るとしている 30). 
このように実際には 資金収支の均衡をべ ー ス 

にした料金水準の 決定が行われているにも 杓 わ 

らず，現行の P/L では，その事実，すなわち 

料金決定に際してその 構成要素に含まれている 

資金収支の不足 額 が正しく反映されていないと 

いう問題を芋んでいるのであ る・つまり， P/L 

上 では，当該年度に 徴収した料金の 過不足額及 

び過不足累計額が 明示されないために ，情報利 

用者は料金改定の 必要性の有無に 関する情報を 

P/L からは人手することができないというこ 

とであ る． 

情報利用者としての 住民のいま一つの 関心は， 

当該企業がその 経営に伴う収入 ( 料金 ) によっ 

てどの程度経営に 要する原価を 賄っているか ， 

換言すれば， どの程度財政的な 自主性を確保し 

て 経営能率の向上を 図っているかにあ る．公営 

企業の独立採算制について ，金金浜では ，地方 

公営企業の特別会計においては ，その経費は ， 

一般会計または 他の特別会計において 負担する 

ものを除き，当該企業の 経営に伴う収入をもっ 

て充てなければならないと 規定している ( 築 け 

条の 2 Ⅱ及び地方財政法第 6 条 ). ここで一般 

会計等において 負担する経費とは ， 田 その性質 

正当該企業の 経営に伴う収入をもって 充てるこ 

とが適当でない 経費 ( 行政経費 ) 及 ㎝ 2 階 該 企 

業の性質上能率的な 経営を行っても ， なおその 

経営に伴う収入のみをもって 充てることが 客観 

的に困難であ ると認められる 経費 ( 不採算経 

費 ) であ る ( 第 17 条の 2 1). 

公営企業では ， この ょう な独立採算制のもと 

に企業 債 等の借入財源に 基づいて巨額の 建設投 

資が行われている．例えば 平成 3 年度の建設投 

資額は 6 兆 8,315 億円にのぼり ，下水道，水道， 

宅地造成，病院及び 交通の 5 事業で全体の 

94.3% を占めている． しかもその財源の 47.8% 

は 企業 債 に依存しているのが 実態であ る 3,)   

もとよりこれらの 経費は受益者のみによって 到 

底 負担しうるものではない． しかし現行制度 

上ではかかる 経費は，上記の 負担区分に基づく 

不採算経費としてではなく ，企業会計に 対する 

一般会計等からの 政策補助として 処理されてい 
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るのであ る・例えば平成 3 年度の経営状況は ， 

黒字額が 5,958 億円，赤字額が 3,9 円億円で全体 

では 1.984 億円の黒字となっているが ，普通会 

計等からの繰入金に よ る収支不足の 補てん額は， 

収益的取人への 繰入金が 1 兆 7.027 億 ( 繰入率 

16.8%), 資本白 9 収入への繰入金が 1 兆 2,180 億 

円 ( 繰入率 17.9%) にも上っているのであ る 

( 「年鑑」 pp.13-16). こうした現状から 公営企 

業の独立採算制は 既に破綻しているとか ，料金 

収入のみですべての 費用を賄うという 考え方は 

適当でないといった 問題が提起されている 3,,. 
もとより独立採算制のもとでも 当該事業が 

サービス等を 普遍的に提供している 場合には， 

一定の公共負担 ( 税金 ) は公共公益性の 観点か 

ら 決して否定されるべきではないであ ろう． そ 

の際に問題となるのは 受益者負担と 公共負担の 

割合をどのように 決定するかであ る．特に住民 

の経営参加を 促進し ， 開かれた経営を 実現する 

ためには， P/L 上の全経費に 関する受益者 

( 料金 ) とイーテ政 ( 税金 ) との負担割合について ， 

住民が十分な 分析・検討を 行いうるような 経営 

実態に関する 情報提供が不可欠であ ると思われ 

る・ しかし現行の P/L 上ではかかる 事実が 

必ずしも明確に 示されていないという 問題を芋 

んでいるのであ る． 

情報利用者の 第三の関心事は ， 公営企業が経 

営の自主性を 高め，財政の 弾力性や安定性及び 

事業の継続性を 確保するために ， 自己資本金を 

どの程度充実し 経営基盤の強化を 図っている 

かにあ る・ けだし 自己資本金の 充実・強化は ， 

住民のニーズに 適合した良質の 財貨・サービス 

そより低廉な 価格で継続的かつ 安定的に提供す 

るうえで不可欠な 課題であ るからであ る． しか 

し最近の地方財政の 厳しい現状のもとでは ， 

実際問題として 一般会計等に 多額の出資を 期待 

することはできないし また巨額の赤字を 計上 

し 膨大な累積欠損金を 抱えている厳しい 状況 

のもとでは，造成資本金を 大幅に増額すること 

も極めて困難であ る・例えば，平成 3 年度末の 

資本金に占める 組入資本金の 割合は全事業で 

9,0% に過ぎない．特に 交通事業は 0.6%, 下水 

道事業は 2.7% にとどまっており ，現行の組入 

資本金制度のもとでは 十分な自己資本金の 造成 

がなされていないのが 実態であ る ( 「年鑑」 

193-194 頁を参照 ). 

こうした状況のもとで ， 自己資本金を 充実， 

強化するための 一つの方策は ，料金の中から 一 

定額を自己資本造成費として 費用化し 自己資 

本の造成に充当するという ，いわゆる自己資本 

造成費の引当方式の 採用であ る．東京都水道局 

では，現行の 取得原価主義会計の 下では，施設 

原価の回収が 不充分となり ，実体資本の 維持が 

困難になるという 理由から，昭和 30 年以来， こ 

の方式を実施しており ，平成 2 年度には 122 億 

円の自己資本造成費が 計上されている 甜 ． こ 

の場合に自己資本造成費の 対象となるものは 

「起債対象覚の 建設事業，改良事業並びに 固定 

資産の取得原価主義及び 耐用年数 ( 平均 32 年 ) 

と 企業 債 償還年限 ( 最長 30 年 ) との不均衡から 

生ずる元金償還金の 不足 額 」 3 りであ る． 

以上明らかなごとく ，現行の P/L は公営企 

業における経営の 実態を適正に 反映しておらず ， 

また必ずしも 住民の情報要求に 十分応えていな 

いように思われる・ もともと損益計算制度は ， 

営利企業における 投下資本の回収剰余としての 

分配可能利益を 計算確定するための 制度であ る   

しかし上述のごとく ，公営企業は 利益の獲得 

を 究極の目的とするものではなく ，公共の利益 

又は住民の福祉の 増進を本来的な 事業目的とす 

るものであ る． したがって，営利企業のための 

損益計算制度は 公営企業の実態に 即 G 、 した合理 - 

的な計算制度として 十分な機能を 果たしえなじ 

ものであ る． 

また公営企業が 獲得した剰余は 営利企業にお 

ける分配可能利益とは 基本的に， 珪 格を異にする 

ものであ る． そもそも公営企業において 剰余が 

発生する最大の 原因は，料金原価の 構成要素と 

して実体資本を 維持するための 資本報酬を含ん 

でいるからであ る． このような資本報酬を 主要 

な源泉とする 剰余は，将来の 需要の増大と サ一 
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表 4  事業収支計算 宙 
  

経常支出 
1 職員給与 費 X X X 
2 減価償却 費 X X X 
3 支払利息 X X X 
4 その他 X X X 
経常収支差額 X X X 

経常収入 
1 料金収入 
2 他 会計補助金 
3 個会計負担金 
4 国・県補助金 
5 その他   
経常収支差額 

  3 その他 

XXX   

X
X
X
X
X
 
X
 
X
 
X
X
X
 
X
 

X
X
X
X
X
 
X
 
X
 
X
X
X
 
X
 

X
X
X
X
X
 
X
 
X
 
X
X
X
 
X
 

  

当期事業収支差額 X X X 

期首事業収支差額 X X X 

X X X 

金筈相当額，建設・ 改良のための 企業 債等 の 元 

金 償還 金 ，東京都水道局が 計上している 元金 償 

遺金不足 額等 が含まれることになる． かくて， 

事業収支計算書は ，料金原価の 内容及び当該 原 

価が 料金収入によってどの 程度補償されている 

か ，健全な事業運営を 確保するために 当該年度 

にどれだけの 資金持分 ( 資本 ) 造成が図られた 

か ，料金過不足額を 計算・表示することによっ 

て 料金改訂の必要性の 有無等に関する 情報を提 

供することが 可能となるのであ る． 

V  貸借対照表の 分割と資金計算書 

複 会計制度は 1840 年代から 60 年代における ィ 

ギリスの「鉄道 狂 時代」の産物であ るといわれ 

る 35). 当時イギリスの 鉄道会社では ，無謀な 

低運賃政策や 資本配当など 放漫な経営と 不健全 

な 会計が意識的にかつ 広く一般に行われており ， 

その累積的な 結果が鉄道株の 暴落と鉄道会社の 

破綻をもたらした．そしてこのことは ，鉄道 恐 

慌 ほとどまらず ，一般経済恐慌をも 惹起する 誘 

因 となったのであ る． かくして政府当局は 鉄道 

会社の不当な 競争を制限しその 事業財政の健 

全 化を図り，厳重な 会計監査制度と 事業会計 制 

期末事業収支差額 X X X 

X X X 

ビス等の改善・ 充実のために 企業内部に再投資 

されるべき性質の 剰余すなわち 公共的必要余剰 

であ って，営利企業の 処分可能利益とは 全く異 

なるものであ る． 

かくして地方公営企業が 住民の情報要求に 応 

えてその経営実態に 関する有用な 情報を提供し 
かつ資金の内部留保により 自己資本金の 一層の 

充実を図るためには ，現行制度が 苧 んでいる 上 

述 のような欠陥を 是正しなければならない・ い 

ま資金会計制度の 導入を前提に ， P/L の具体 

的な改善案を 提示すれば表 4 のようになる・ 

この改善提案の 特徴は，第一に ， P/L を事 

業収支計算書に 改称したこと ，第二に，当該 年 

度 のすべての収益的収支を 経常収支と特別Ⅱ x 支 

とに区分して 記載するとともに ，当期純利益及 

び 未 処分利益剰余金を 当期及び期末の 事業収支 

差額に名称変更した 点にあ る・当期事業収支差 

額は，当該年度の 料金の過不足額を 示し期末 
のそれはその 過不足累計額を 表示するものであ 

る．第三の特徴は 資金持分 ( 資本 ) 造成費を引 

当計上したことであ る． この資金持分 ( 資本 ) 

造成費の内容は 実体資本維持に 必要な資本報酬 

であ り，例えば資本的支出に 充当した国庫補助 
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度を確立するべく 1868 年に鉄道統制法を 制定し 

た． 複 会計制度はこの 法律のスケジュールにお 

いて設立されたものであ り，その主要な 目的は 

固定資産とその 調達財源とを 対照表示させ ， 固 

定 資本の食い潰しを 防止することにあ ったので 

あ る． この会計制度は ， その後， ガス，電気， 

水道など多くの 公益事業でも 各事業法により 強 

制適用された． しかし第 2 次大戦後，鉄道， 

電気など重要産業の 国有化とともに ， 複 会計 制 

度の強制適用は 廃止されることになり ， 90 年近 

く続いたイギリス 特有の会計制度は 事実上消滅 

することとなったのであ る． 

このような 複 会計制度の特徴は ， 第 - に ，す 

べての収入及び 支出を資本的収入及び 資本的支 

出と収益的収入及び 収益的支出とに 区分するこ 

と，第二に，貸借対照表を 資本勘定と - 般貸借 

対照表とに分割することにあ る．資本勘定は 資 

本的取人及び 資本的支出を 対照表示することに 

よ り，株式，社債，長期借入金などの 固定資本 

の調達源泉と 土地，建物などの 固定資産へのそ 

の運用状況を 明らかにするとともに ，資本的支 

出に充当されていない 残高 ( 運転資本 ) を明示 

するものであ る． これに対して ， - 般 貸借対照． 

表は運転資本の 調達 ( 流動負債 ) とその運用 

h 流動資産 ) とを対照表示する 収益的収支の 残 

高 表 であ り，企業の経営活動を 資金的に表現し 

たものであ る． 複 会計制度という 名称はこのよ 

うに固定資本と 運転資本とを 区分経理すること 

に由来している．他方， 複 会計制度における 収 

益勘定は，一般会計制度の P/L に相当するも 

のであ り，一会計期間における 収益的収入と 収 

盃酌支出とを 対照表示して ，両者の差額として 

純損益が計算・ 確定される． 

このように当時の 複会計制度は ， 「鉄道会社 

をして，その 固定資産の運用形態と ，その資金 

調達方法とを ，資本的支出及び 資本的収入とし 

て 対照表示した 財政報告を提供せしめることに 

ょ @), 資本運用を監視し 資本の食 か 潰しを防 

止 36, 」することに 主眼をおくものであ り，そ 

れは「企業収益力 め 源泉としての 固定設備を実 

体的 ・具体的に維持し もって企業の 永続性を 

保証する会計方式 3 円」として特徴づけること 

ができょう． 

またバッタ ーは ， 複 会計形式の B/S が有す 

る利点の一つとして B/S に よ る正味運転資本 

額の表示を指摘している．何故ならば ，財務政 

策のあ る側面は毎年の 正味運転資本を 比較する 

ことによってより 明確に理解できること ， また 

営業活動によって 得た資金に基づく 事業の拡張 

は 正味運転資本の 変動と P/L 上の数字の上 ヒ 較 

によって理解できること ， さらに増資や 借入に 

よる新規の資金調達の 影響は正味運転資本の 変 

動を分析することによって 理解することができ 

るからであ る 38). 

アメリカ地方公会計においても ， かかる運転 

資本に関する 情報の重要性を 認識して，企業資 

金に対して財政状態変動表の 作成を義務づけて 

きた・ すなわち， P/L 上の純利益のみでは 当 

該 企業の財務活動を 正確に理解し かっその財 

務管理の適否を 適正に評価することが 困難であ 

る，特に上例の 水道事業のように 総資産に占め 

る償却資産の 上 ヒ 率が極めて高く ， それに対応し 

て 現金支出を伴わない 減価償却費などの 総費用 

に占める割合も 高い場合には ，発生主義に 基づ 

く純利益は営業活動によって 創造された運転資 

本額の適切な 尺度とはなりえない． そこで現金 

支出をしない 費用 ( 非現金費用 ) 及び資源の提 

供 に及ぼすその 影響を適切に 開示するために ， 

表 5 のような財政状態変動表の 作成が要求され 

てきたのであ る 39,. しかし GASB の「基準 

書 」では，その 後，財政状態変動 表 にかえて キ 

ャッ シュフ ロ 一計算書の作成を 要求することと 

した 40 ，．すなわち ，そこでは，運転資本の 源 

泉と使途に関する 情報ではなく ，現金及び現金 

等価物の収支 ( 営業活動，非資本財務活動，資 
本財務活動及び 投資活動に係わるキャッシュフ 

ロ円 等に関する情報を 開示する よう 義務づけ 

ているのであ る． 

ところで，地方公営企業において 維持される 

べき元本は，生産力の 源泉としての 固定設備 そ 
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のものであ り，住民もまたその 日常生活に不可 のであ る   

欠 な財貨やサービスを 継続的かつ安定的に 提 ィ共 そこで，表 2, 表 3 及び表 5 を若干改訂して ， 

するための固定設備が 適切に維持されているか これまでの論述に 基づいて B/S を分割し 簡 

否 かに重要な関心をもっている・ しかし これ 略 化した勘定形式に よ る財務諸表を 示せば， 表 

ほ ついては，従来，必ずしも 充分な情報提供が 6 一表Ⅱのようになる・ ここでの改訂 点は，収 

行われていない． こうした現状を 改善するため 益 事業債の契約条項にしたがって 積立てられた 

の 一つの重要な 方向は，上述のような 複 会計 制 利益剰余金 862,600 度 び 同 当 期 積立額 

度 的な観点から ， B/S をⅢ資本資金 表 ( 資本 $100,000 を造成資本 ( 持分 )  $162,600 に改め 

勘定 ) と (2 燵転 資金 表 Ⅰ 般 B/S) とに区分 たことであ る・ したがって，資金持分は 固有資 

し 分割経理を行 う ことであ る 41). かかる 制 本 ( 他 会計拠出持分 ), 受益者拠出資本 ( 持分 ), 

度 改革により公営企業における 実体資本維持の 借入資本 ( 債権 者拠出持分 ) 及び造成資本 ( 持 

状況及び財務活動 ( 資金の調達と 運用 ) に関す 分 ) から構成されることになる． いま一つの 改 

るよ り有用な， l 青 報を提供することが 可能になる 訂は前期末処分利益剰余金 8137,500 及び当期 

@@5@ TOWN@OF@BRIGHTON 
Waterゞtility：und 

S ぬ稜 mentofChanges  in  FinancialPos ㎡ on 

For@the@Year@Ended@December@31 ， 19yl 
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Tax@collections@payable 

Decreases@ in@ Current@ Liabi   ities 

NetIncreasein  Working  Capital 

資料出所 :L.E.Hay, ゆ ・ cit.,p.297   
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表 6  資本資金表 19Y0 年 12 月 31 日現在 

23,700 
投資その他の 資産 62.600  資 金 持 分 
繰 延 資 産 5.300  国 百 資 本 1,000,000 
運 転 資 本 43.900  受益者拠出資本 252,000 

  借 入 資 本 1.750 ， 000 
造 成 資 本 62,600 

3.088,300   3,088,300 

表 7  運転資金表 1gYo 年 12 月 31 日現在 

235.600  流 動 負 債 54,200 
運 転 資 本 43,900 
事業収支差額 137.500 

235,600 235,600   

表 8  資本資金表 1gYl 年 12 月 31 日現在 

22,765 
投資その他の 資産 162.600  資 金 持 分 
繰 延 資 産 4,770  固 有 ，資 本 1,000 ． 000 
運 転 資 本 43.945  受益者拠出資本 259.000 

借 入 資 本 1.750.000   造 成 資 本 162,600 

3.194.365   3.194.365 

表 9  運転資金表 1gYl 年 12 月 31 日現在 
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表 10  lgY1 年度の卒業収支計算 菩 

営 業 費 用 522.330  営 業 収 入 727,120 
支 払 利 息 92,630 
持分 ( 資本Ⅰ造成費 100,000 
当期事業収支差額 12,160 

727,120 727.120 

期末事業収支差額 149.660  当期事業収支差額 12,160   期首事業収支差額 137.500 

149,660 149,660 
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表 11 lgY1 年度の黄金針 ま古 

運転資本の使途 運転資本の源泉 
12,160 

受益者保証金の 減少 高 減 価 償 却 費 103,280 
運転資本増加 高 12,205  受益者拠出資本 7,000 

122,440 
固定資産純増高                       当期事業収支差額 

122,440 

純利益 812,160 をそれぞれ事業収支差額に 改め 在 に至っているという 事実は， 同制度が住民の 

たことであ る． 「知る権 利」を十分に 保障し住民の 経営参加 
このように 複 会計制度的な 観点から貸借対照 及び経営監視を 促進するための 制度として十分 

表 を二つぼ分割する 場合には，資本資金 表 では な 機能を果たしてこなかったことを ， まさに 証 

固定資産とその 資金調達源泉とが 対応表示され 明しているように 思われる   

るため， 当該企業が維持すべき 生産力の源泉 と 近年， 行 財政改革との 係 わりで地域行政を 活 

しての固定資産がどのような 財源で賄われて ぃ 性 化することの 必要性が叫ばれている． しかし 

るか，またどの 程度持分 ( 資本 ) の造成が図ら 地域行政の活性化を 実現するには ，地方自治体 
れているか， すなわち実体資本維持の 状況及び が 自ら進んで公営企業における 経営活動の実態， 

固定資産とその 資金調達源泉との 差額として 運 すなわち当該企業の 現状とそれが 抱えている 諸 

転 資本有高を明らかにすることが 可能となるの 課題を広く住民に 開示すること ， そして住民の 

であ る・他方，運転資金 表 では，流動資産と 流 批判と監視を 促進して，住民の 理解と協力のも 

動 負債を対照表示することに よ り，支出に利用 とに，その意見を 経営活動に反映しう る よ う な 

しぅる 財務資源 ( 運転資本及び 事業収支差額 ) 開かれた企業経営が 実践されなければならない   

を 明示することが 可能となる． さらに資金計算 しかし残俳ながら ，現行の会計制度は 公営 企 

書 では，当該期間における 財務活動すなわち 資 業の実態に即応、 していないがために ， その現状 

金の調達源泉と 使途が対照表示され ，運転資本 と 課題を的確に 反映しうる情報や 住民の要求に 

増加 高 すなわち期末運転資本 (843 。 945 千 適合した経営の 実態に関する 情報は，適時にし 

8149,600  =  8193,605)  一期首運転資本 かも適切な方法で 提供されておらず ，現行制度 

(843,900+  8137,500 Ⅰ 8181,400)  二 612,205 の のもとでは，行政は 住民に対して 会計責任を十 

原因を明らかにすることによって ，当該企業の 分 に果たしていないと い うざるをえな い ． 

債務の返済能力を 判定しかっ財務構造の 変化 したがって， こうした現状は 早急、 に改善され 

を 分析・検討することが 可能となるのであ る． なければならない．その 際，地方公営企業にお 

W  結 び 
ける会計制度を 改善するための 具体的な方向と 

して，①資金会計制度の 導入に よ る資本の構成 

わが国地方公営企業における 財務会計制度は ， と 区分の改善， (2 円 /:1   」制度の改善， すなわち 

従来，首長，議員，上級官庁等への 情報提供を 持分 ( 資本 ) 造成費の計上による 実体資本の維 

重視する内部報告のための 会計制度として 位置 持 ・充実，独立採算の 状況及び料金過不足 額の 

づけられ，企業外部の 主要な情報利用者であ る 開示， (m 瀬 会計制度的観点からの B/S の分割 

受益者，住民等への 情報提供はとかく 軽視され と 資金計算書の 作成等が考えられ ぅる ． このよ 

がちであ った．昭和 27 年に同制度が 設置されて う な現行制度の 改革による情報提供の 拡充は ， 

から約 40 年間， その基本構造に 係わる大幅な 改 住民の参加機会の 拡大と監視機能の 充実を通じ 

正を経ることなく ， i 日 態 依然たる姿のままで 現 て 地域行政の活性化に 貢献するものであ り， ひ 
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そのものを意味していた． 当時， 殆どの都市で 
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今日的な意味での 資金会計の採用は 複式簿記が 
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cif,, pp. 294 一 308, ③ Leon  E. Hay, A4ccou 抑 ting: 

メ or (ro てゼ Ⅰ れ 御召 れ拓 Ⅰ 4 れ メ ハ Ⅰ onz 戸 mo が @.z. E,n ねせル s, 

IRWIN, 1989, pp. 283--300,@G@Leo  Herbert, Lar- 
ry  N. Killo)ugh  and  Alan  W. Steiss, Accou れ tine 

ロれイ Coonlt の ノガ or  Go ヮピ Ⅰれ川 6 戸ⅠはⅠ は れみ Ot ん er  ,N,0 打・ 

み usineSs  O Ⅱ 隻臼れ izaions, McGRAW--HILL, 1990 ， 

Dp. 37--63. 

23)@ R ・ J ・ Freeman@and@C ・ D ， Shoulders ， op ・ cit ，， pp   

487-488. 

24)@ GASB ， Concepts@Statement@1 ， op ， cit ・ ， par ・ 43   



74@ (358) 横浜経営研究 第 X  W  巻 第 4  号 (1994) 

25 り L.E.Hay,op. 田 ・， p.285andp.295. 
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